
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 

 

 

 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行なうために、次のよう

に行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  令和７年４月１日 ～ 令和９年３月３１日までの２年間 

 

２．内  容   

 目標１ ： 計画期間における男性職員の育児休業取得率を５０％以上とする                

＜対 策＞ 

‣令和７年４月～ 育児休業や育児休業取得時の社会保険料免除、育児休業給付等について、 

全職員に対して反復継続的に周知を行い、制度内容の周知や理解を広めるこ 

とで、各制度を取得しやすい環境の醸成に努める。 

 

 

 目標２ ：計画期間における年次有給休暇の平均取得率を７０％以上とする            

＜対 策＞ 

‣令和７年４月～ 管理職が率先して有給休暇の計画的な取得を行い、課員に対しても計画的 

な取得を促す。総務課が全職員に対して有給休暇の積極的な取得の呼びかけ

を行う。 

 

 

 目標３ ：計画期間におけるフルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働の平均を 

各月２０時間未満とする 

＜対 策＞ 

▸令和 7年４月～ 毎週第１、第２水曜日を定時退勤日とする。 

労働組合と協力し定時退勤の着実な実施を目指し、定時退勤日には全職員に

対して定時退勤を促す通知を行う。 

 


